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地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

が
新
し
く
３
つ
誕
生

　

４
月
か
ら
、「
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
と
り
い
も
と
」「
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ゆ
う
じ
ん
」

「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
き
ら

ら
」
が
新
し
く
誕
生
し
ま
し
た
。

　
「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」

と
は
、
高
齢
者
の
皆
さ
ん
が
住
み

慣
れ
た
町
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て

い
け
る
よ
う
に
、
次
の
３
つ
の
仕

事
を
行
う
、
彦
根
市
が
事
業
の
運

営
を
委
託
す
る
機
関
で
す
。

▼
高
齢
者
の
総
合
相
談
窓
口
で
す

　
（
介
護
に
関
す
る
相
談
や
悩
み
な
ど
）

▼
皆
さ
ん
の
権
利
を
守
り
ま
す

　
（
権
利
擁
護
・
高
齢
者
虐
待
の

防
止
な
ど
）

▼
介
護
予
防
の
プ
ラ
ン
を
た
て
ま
す

　
（
要
支
援
１
・
要
支
援
２
の
認
定

を
受
け
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を

希
望
す
る
人
）

　

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
も
、

彦
根
市
が
委
託
す
る
地
域
の
身
近

な
相
談
窓
口
で
す
。
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

介
護
福
祉
課

☎
23
‐
９
６
６
０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

26
‐
１
７
６
８
番

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

し
く
み

～
安
定
し
た
制
度
で
、
高
齢
者

　

医
療
を
守
る
た
め
に
～

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
都

道
府
県
ご
と
に
設
置
さ
れ
た
「
広

域
連
合
」
が
運
営
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、　

75
歳
以
上
の

人
と
一
定
以
上
の
障
害
に
よ
り
認

定
を
受
け
た
65
歳
以
上
の
人
が

加
入
し
て
い
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
し
て
い
る
人
（
被
保
険
者
）
の

医
療
費
の
財
源
は
、
次
の
と
お
り

国
民
全
体
で
支
え
あ
っ
て
い
ま

す
。

▼
公
費
（
国
・
県
・
市
町
が
負
担
す

る
お
金
）　

約
５
割

▼
支
援
金（
75
歳
未
満
の
人
が
負
担

す
る
お
金
）　

　

約
４
割

▼
被
保
険
者
が
納
め
る
保
険
料

約
１
割

	　

ま
た
、
医
療
費
は
、
高
齢
化

の
進
行
や
医
療
の
高
度
化
に
よ
り
、

年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。
医
療
費

の
増
加
は
、
こ
の
制
度
の
財
政
を

圧
迫
し
、
皆
様
に
ご
負
担
い
た
だ

く
保
険
料
の
増
額
に
つ
な
が
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
限
り
あ
る
財
源

を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
に
、
適

正
な
受
診
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課

☎
30-

６
１
１
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

21-

２
２
２
０
番
、
滋
賀
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
☎

０
７
７-

５
２
２-

３
０
１
３
番

平
成
24
・
25
年
度
の
後
期
高

齢
者
医
療
の
保
険
料

　

平
成
24
・
25
年
度
の
後
期
高
齢

者
医
療
の
保
険
料
は
下
表
の
と

お
り
で
す
。

　

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
安
心

し
て
医
療
を
受
け
て
い
た
だ
け

る
よ
う
、
安
定
し
た
制
度
運
営
を

行
う
た
め
に
は
、
平
成
24
・
25
年

度
の
保
険
料
を
引
き
上
げ
ざ
る

を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
ご
理
解

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
年
間
保
険
料
の
上
限
額
が
、
50

万
円
か
ら
55
万
円
に
引
き
上

げ
と
な
り
ま
す
。

※
新
し
い
保
険
料
額
の
通
知
は
、

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

保
険
料
課
☎

30-

６
１
４
５
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
21-

２
２
２
０
番
、
滋
賀
県
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
☎
０
７

７-

５
２
２-

３
０
１
３
番

医療機関に
かかるときのマナー

～心がけましょう 適正受診～

▶同じ病気で、複数の医療機
関を必要以上に受診するの
は、できるだけ控えましょ
う。検査や投薬を重複して
受けることにより、かえっ
て体に悪影響を与える心配
があります。

▶後発医薬品（ジェネリック医
薬品）は、新薬と同等の効
能を持ち、費用もおおむね
安く済みますので、医療機
関窓口や調剤薬局で相談し
てみましょう。

　

市 

保
険
料
課

公費　約５割

保険料
約１割

支援金
約4割
支援金
約4割

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

　
　

４
月
６
日
㈮
～
同
15
日
㈰

運
動
の
基
本

子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

運
動
の
重
点

①
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進
（
特
に
、
自
転
車
安

全
利
用
五
則
の
周
知
徹
底
）	

②
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ

ー
ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

③
飲
酒
運
転
の
根
絶

４
月
10
日
㈫
は
「
交
通
事
故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す
日
」

で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

交
通
対
策
課
☎
30-

６
１
３
４

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24-

８
５
１
７
番

自
転
車
を
利
用
す
る
皆
さ
ん

交
通
ル
ー
ル
を
守
っ
て
い
ま
す
か

　

自
転
車
は
車
の
仲
間
で
す
。「
車
両
の
運
転
者
」

で
あ
る
と
い
う
自
覚
と
責
任
を
持
ち
、
思
い
や
り
の

あ
る
運
転
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

自
転
車
安
全
利
用
五
則

①
自
転
車
は
、
車
道
が
原
則
、
歩
道
は
例
外

②
車
道
は
左
側
を
通
行

③
歩
道
は
歩
行
者
優
先
で
、
車
道
寄
り
を
徐
行

④
安
全
ル
ー
ル
を
守
る

▼
飲
酒
運
転
、
二
人
乗
り
、
並
進
、
携
帯
電
話
の

使
用
は
禁
止

▼
交
差
点
で
は
一
旦
停
止
！　

安
全
確
認
を
確
実
に

し
ま
し
ょ
う

▼
夕
方
以
降
は
、
ラ
イ
ト
を
必
ず
つ
け
ま
し
ょ
う

⑤
子
ど
も
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

問
い
合
わ
せ
先　

交
通
対
策
課
☎
30-

６
１
３
４

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24-

８
５
１
７
番

「
彦
根
市
の
環
境
」

平
成
23
年
度
版
の
発
行

　

彦
根
市
の
平
成
22
年
度
に
お
け

る
環
境
の
状
況
や
環
境
施
策
を
ま

と
め
た
彦
根
市
版
環
境
白
書
「
彦

根
市
の
環
境
」
を
作
成
し
ま
し
た
。

　
「
彦
根
市
の
環
境
」
は
、市
内
の

水
質
や
土
壌
、
大
気
、
騒
音
な
ど

の
調
査
結
果
を
ま
と
め
て
い
る
ほ

か
、
市
民
団
体
の
活
動
、
環
境
行

政
施
策
な
ど
、
環
境
に
関
す
る
取

り
組
み
な
ど
も
取
り
上
げ
て
い
ま

す
。

　

情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所

１
階
）、
市
立
図
書
館
、
各
公
民
館

で
閲
覧
で
き
ま
す
。
希
望
す
る
人

に
は
、

生
活
環
境
課
（
市
役
所

１
階
）、
支
所
、
各
出
張
所
で
配
布

し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

生
活
環
境
課

☎
30-

６
１
１
６
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

27-

０
３
９
５
番

国・県・市町

75 歳以上
の人など

75 歳未
満の人


